
4広報みさと９月号　№554

請求方法について
【戸籍の附票】⇒本人、配偶者、直系尊属（両親や祖父母）または直系卑属（子や孫）

　◎美里町に本籍のあるかたが請求できます。

※本人、配偶者、直系尊属（両親や祖父母）または直系卑属（子や孫）以外のかたが請求する場合

は委任状が必要です。

　◎戸籍全部(個人)事項証明、除籍謄抄本、原戸籍謄抄本などについても同様です。

【身分証明書】⇒本人　

　◎美里町に本籍のあるかたが請求できます。

　※本人以外のかたが請求する場合は、委任状が必要です。

【税務関連証明書】⇒本人または同居の親族(個人)、法人の代表者(法人)

　※本人または同居の親族以外のかたが請求する場合は、委任状が必要です(個人)。

　※代表者以外のかたが請求する場合は、委任状が必要です(法人)。

問合せ＝住民福祉健康課　住民福祉係　緯76-5132

　　　　総務税務課　税務係　緯76-5131

問合せ＝住民福祉健康課　住民福祉係　緯76-5132

5平成29年９月

～10月１日から手数料が変わります！～

各種証明書の手数料と 

　証明書などの交付手数料の改定について

　交付事務処理に要する経費と受益者負担の適正化を図るため、次のとおり住民票などの交付手数料

の一部を改定します。10月１日からの交付手数料が変わりますので、皆さまのご理解とご協力をお

願いします。

※戸籍全部(個人)事項証明、除籍謄抄本など、料金に変更のないものについては掲載していません。

改定後対象となる証明書など改定後対象となる証明書など

１枚  200円完納証明書

税
務
関
連

１通  200円住民票（個人)

住
民
関
連

１枚  200円所在証明書１通  200円住民票（世帯）

１枚  200円営業証明書１通  200円住民票記載事項証明書

１枚  200円評価証明書(土地・家屋)１通  200円住民票除票

１枚  200円公課証明書(土地・家屋)１通  200円印鑑証明書

１枚  200円資産所有証明書１通  200円戸籍の附票

１枚  200円名寄帳１通  200円身分証明書

１枚  200円地籍図（Ａ３まで）１時間 1,200円住民基本台帳の閲覧

１枚  400円〃（Ａ３を超えるサイズ）１枚  200円納税証明書
税
務
関
連

１冊  200円固定資産台帳の閲覧１枚  200円所得証明書

１通  200円その他の証明書他
１枚  200円課税証明書

１枚  200円非課税証明書

　窓口での各種証明書の請求について

　窓口で証明書を請求するときは、必ず本人確認できる書類をお持ちください。運転免許証、マイナ

ンバーカード、パスポートなど顔写真が貼付されているものは１点、顔写真が貼付さていない健康保

険証、介護保険証、年金手帳などの書類については２点以上お持ちください。

★本人確認一覧

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、
在留カードなど

１点確認

健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療費受給者証、児童扶養手当証、
預金通帳、学生証、社員証など

２点確認

　また、証明書によって、請求できるかたが異なりますので、下記を参考にしてください。

【住民票・住民票記載事項証明書・住民票除票】⇒本人または同一世帯のかた

　※親族でも住民票が別（別世帯）の場合や、代理人の場合は委任状が必要です。

【印鑑証明書】⇒本人

　◎必ず印鑑登録証（カード）が必要です。

　※代理人が請求する場合も印鑑登録証が必要です。委任状、実印は不要です。

証明書を請求できるかた


